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〔決議事項〕第二号議案 役員選任案承認の件 

 

 任期満了に伴い、定款第１９条第１項の規定に基づき役員を選任しようとするものです。 

 

※ 参 考   ≪「定款」抜粋≫ 

（役員の配置） 

第 18 条 本会に次の役員を置く。 

（１）理 事  ２５名以上５０名以内 

（２）監 事   ３名以内 

２ 理事のうち１名を会長、１０名以内を副会長、１名を専務理事、２０名以内を常任理事とする

ことができる。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及

び専務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

（役員の選任等） 

第 19 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。 

３ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある

者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 

４ 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の

合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 
 

（役員の任期） 

第 22 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会

の終結のときまでとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

のときまでとする。 

３ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

４ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 

５ 理事又は監事は、第１８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

≪「役員等の選任及び退任に関する規程」抜粋≫ 

（選任基準） 

第 3条 理事（専務理事を除く。）及び監事並びに委員は、原則として会員企業の代表権を有する 

役員（表見代表取締役を含む。）である者とする。 

           ただし、法人会の役員に就任後、当該企業の代表権を有する役員を退いた場合において

も、引き続き顧問・相談役等に就任し、かつ、法人会活動に関して当該企業を代表すると

認められる者については、この限りでない。 

（退任基準） 

第 4条 理事（専務理事を除く。）及び監事並びに委員の退任基準年齢は、満７５歳とする。 

２  専務理事の退任基準年齢は、満７０歳とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合には、

理事会の承認を得て任期を延長することができる。 

 ３ 退任基準年齢の判定日は、それぞれ改選が行われる年の３月３１日とする。 

４ 任期中に退任基準年齢に達した場合は、その任期満了まで在任するものとする。 



支部名 役 職 名 事 業 所 名 氏    名

会 津 若 松 会 長 ㈲遠藤総合経営センター 遠 藤 久

〃 副 会 長 一般財団法人 竹田健康財団 竹 田 秀

税 理 士 会 〃 鈴 木 勝 人 税 理 士 事 務 所 鈴 木 勝 人

会 津 坂 下 〃 坂 下 清 掃 ㈲ 猪 俣 孝 之

猪 苗 代 〃 渡 部 産 業 ㈱ 渡 部 寛 規

美 里 〃 ㈱ 米 夢 の 郷 猪 俣 道 夫

西 部 〃 金 子 建 設 ㈱ 金 子 保 彦

会 津 若 松 常任理事 会 津 天 宝 醸 造 ㈱ 満 田 盛 護

〃 〃 山 本 商 事 ㈱ 山 本 真 一

〃 〃 末 廣 酒 造 ㈱ 新 城 猪 之 吉

〃 〃 丸 善 商 事 ㈱ 武 藤 公 一

〃 〃 会 津 自 動 車 工 業 ㈱ 四 家 邦 博

〃 〃 ㈱ 弓 田 建 設 弓 田 八 平

〃 〃 ㈱ サ イ ト ウ 齋 藤 勇

〃 〃 会 津 土 建 ㈱ 菅 家 忠 洋

税 理 士 会 〃 吉 原 裕 二 税 理 士 事 務 所 吉 原 裕 二

会 津 坂 下 〃 柳 津 測 量 設 計 ㈱ 天 野 俊 彦

〃 〃 ㈱ 佐 藤 電 設 佐 藤 春 幸

猪 苗 代 〃 ㈲ み な と や 渡 部 英 一

〃 〃 ㈱ 佐 賀 工 務 所 佐 賀 幹 雄

美 里 〃 ㈱ 流 紋 焼 弓 田 修 司

〃 〃 ㈱ 会 津 タ ム ラ 製 作 所 笠 間 寿 次

西 部 〃 山 十 建 設 ㈱ 滝 沢 康 成

経理研究部会 〃 小柴社会保険労務士事務所 小 柴 繁 徳

青 年 部 会 〃 特定非営利活動法人 清扶会 矢 沢 拓 哉

女 性 部 会 〃 ㈱ 栄 楽 座 小 堀 惠 子

会 津 若 松 理 事 ㈱ 白 木 屋 漆 器 店 高 瀬 淳

〃 〃 司 法 書 士 法 人 な か む ら 中 村 達 也

〃 〃 ㈱ 鈴 善 鈴 木 健 太 郎

〃 〃 秋 山 ユ ア ビ ス 建 設 ㈱ 秋 山 武 義

〃 〃 ㈱ マ コ ト 精 機 古 川 信 吾

〃 〃 ㈱ 目 黒 工 業 商 会 目 黒 健 之

〃 〃 ㈱ 会 和 工 務 店 内 川 健 一

〃 〃 マ ル ト ミ 商 事 ㈱ 髙 橋 敢

〃 〃 会 津 ガ ス ㈱ 相 馬 寛 司

〃 〃 ㈱ ト コ ム 室 井 英 樹

〃 〃 福 島 情 報 機 器 ㈱ 坂 田 敦 志

税 理 士 会 〃 税 理 士 法 人 キ ロ ル 鈴 木 義 文

会 津 坂 下 〃 宇 内 鉄 筋 工 業 ㈱ 宇 内 一 広

猪 苗 代 〃 ㈲ 徳 江 生 花 店 土 屋 み よ 子

〃 〃 ㈱ 城 南 建 設 遠 藤 勝 一

〃 〃 渡 部 電 気 工 業 ㈱ 渡 部 裕 一

美 里 〃 ㈱ 高 田 燃 料 横 山 正 弘

〃 〃 ㈲ グ リ ー ン サ ー ビ ス 新 國 文 仁

西 部 〃 ㈱ 山 モ 齋 藤 商 店 齋 藤 大 輔

会 津 若 松 監 事 会 津 商 工 信 用 組 合 菊 地 武

税 理 士 会 〃 長 谷 川 淳 税 理 士 事 務 所 長 谷 川 淳

会 津 坂 下 〃 み ど り 不 動 産 ㈱ 古 川 敏 典

（任期：令和5年6月15日～令和7年6月23日）

公益社団法人　会津若松法人会　理事・監事
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